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『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
祓
論
文
』
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
公
表
し
た
妓
後
の
作
砧
で
あ
っ
た
。
『
プ
ロ
イ
セ
ン
モ
凶
官
報
』
（
二
五
一

一
六
号
、
一
一
八
号
、
一
八
一
・
二
年
四
月
）
に
第
三
章
ま
で
褐
戦
さ
れ
て
、
そ
の
第
四
章
が
印
刷
差
し
止
め
と
な
っ
た
。
す
で
に
官
報

に
予
告
が
川
て
い
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
が
外
交
的
配
悶
も
含
め
て
、
そ
の
公
表
を
禁
じ
た
た
め
と
い
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト

は
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
腐
敗
、
君
主
権
の
弱
体
性
な
ど
に
つ
い
て
遠
慮
な
く
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
友
好
国
の
内
政
に
対
す
る
批

評
が
、
国
王
の
不
興
を
買
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
第
四
章
は
私
的
に
印
刷
し
て
、
知
人
な
ど
に
配
布
す
る
こ
と
は
許
可
さ
れ
た
。
か
つ

て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
憲
法
制
定
に
絡
ん
で
、
『
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
領
邦
議
会
論
文
』
を
し
た
た
め
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
古
い
特
権
に
固
執
す
る
領
邦
議
会
に
対
し
て
、
理
性
法
の
立
場
か
ら
国
王
提
出
の
懸
法
草
案
を
評
価
し
て
お
り
、
積

極
的
な
評
価
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
論
文
』
は
、
近
代
的
選
挙
制
度
に
批
判
的
な
扱
い
を

（
１
）
 

し
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
王
権
の
弱
さ
を
問
題
視
す
る
論
点
を
含
み
、
晩
年
の
保
守
的
傾
向
を
示
す
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
本

稿
は
こ
の
論
文
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
病
巣
と
選
挙
法
改
正
の
必
然
性
を
描
き
Ⅲ
し
、
改
正
法
案
が
問

題
の
解
決
に
資
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
改
脈
後
に
新
た
な
問
題
を
生
み
川
す
事
情
を
、
存
在
す
る
も
の
の
理
解
と
い
う
哲
学
的

ヘ
ー
ゲ
ル
最
晩
年
の
法
哲
学

は
じ
め
に

ｌ
『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
論
文
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

滝
口
清
栄
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ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
を
と
り
ま
く
歴
史
的
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
歴
史
上
の
動
き
を
つ
か
ん
で
お
こ
う
。
一
八
二

○
年
の
七
月
革
命
は
ブ
ル
ポ
ン
王
朝
に
終
止
符
を
打
ち
、
フ
ラ
ン
ス
新
政
府
は
ウ
ィ
ー
ン
体
制
か
ら
離
脱
し
た
。
そ
の
後
、
九
月
に
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
で
反
乱
が
起
こ
り
、
ベ
ル
ギ
ー
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
独
立
し
て
、
議
院
内
閣
制
を
も
つ
立
憲
君
主
制
を
打
ち
立
て
た
。
隣
国

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
十
一
月
に
反
ロ
シ
ア
蜂
起
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
で
も
革
命
の
火
種
が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
七
月

革
命
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
の
ザ
ク
セ
ン
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
、
ク
ー
ル
ヘ
ッ
セ
ン
な
ど
に
波
及
し
て
、
専
制
的

イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
一
一
○
年
代
に
入
り
、
名
誉
革
命
以
来
の
選
挙
法
の
改
正
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
八
一
一
二
年
一
一
一

月
一
日
、
下
院
に
改
正
案
が
上
程
さ
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
改
正
案
を
取
り
上
げ
る
。
一
八
三
○
年
の
フ
ラ
ン
ス
七
月
革
命
の
余
波

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
地
域
に
及
ん
だ
。
こ
の
選
挙
法
改
正
の
動
き
も
七
月
革
命
の
波
及
に
よ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
な
ぜ
こ

の
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
か
。
こ
の
論
文
は
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
・
政
治
問
題
の
た
ん
な
る
コ
メ
ン
ト
な
の
か
。
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
と
く

に
プ
ロ
イ
セ
ン
国
内
へ
の
何
ら
か
の
ア
ピ
ー
ル
を
含
む
も
の
な
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
七
月
革
命
と
そ
れ
が
提
起
す
る
問
題
を
注
視
し
て

い
て
、
’
八
三
○
・
一
一
二
年
冬
学
期
の
「
世
界
の
哲
学
」
講
義
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
現
代
史
と
、
七
月
革
命
に
一
一
一
一
口
及
し
て
い
る
。

現
代
史
を
総
括
す
る
視
点
も
念
頭
に
お
い
て
、
『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
論
文
』
の
執
筆
事
情
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
よ
う
。

し
、
政
治
的
公
共
性
に
｛

上
げ
た
も
の
で
は
な
い
。

ス
タ
ン
ス
か
ら
語
る
。
歴
史
か
ら
新
た
な
動
き
を
汲
み
取
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
も
生
き
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
は
歴
史
に
生
成
の

感
覚
で
臨
ん
で
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
二
四
・
二
五
年
法
哲
学
講
義
で
、
立
法
権
が
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、
制
度
上
新
し

（
２
）
 

い
も
の
が
入
り
込
む
で
あ
る
》
つ
と
述
べ
て
い
た
。
選
挙
権
と
選
出
方
法
は
、
市
民
と
し
て
の
個
人
が
ど
の
よ
う
に
公
的
な
も
の
に
参
与

し
、
政
治
的
公
共
性
に
内
実
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
。
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
問
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
た
ま
た
ま
取
り

川
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
法
案
と
七
月
革
命
の
波
紋

『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
論
文
』
を
め
ぐ
る
歴
史
的
状
況
と
執
筆
動
機

Hosei University Repository



(４９） 198 
称
主
を
退
位
に
追
い
込
み
、
よ
り
開
明
的
な
君
主
を
迎
え
入
れ
た
立
懲
的
体
制
を
生
み
出
し
た
。
す
で
に
立
潅
的
体
制
を
と
っ
て
い
た

西
南
ド
イ
ツ
諸
国
で
も
、
改
革
を
求
め
る
反
政
府
運
動
が
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
ウ
ィ
ー
ン
体
制
下
、
声
を
潜
め
て
い
た
自
由
主

義
が
浮
上
し
て
き
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
没
後
の
一
八
一
二
二
年
に
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
領
プ
フ
ァ
ル
ッ
の
ハ
ン
バ
ッ
ハ
祭
に
三
万
余
の
人
々
が
集

ま
り
、
人
民
主
権
、
共
和
制
の
樹
立
、
ド
イ
ツ
の
統
一
な
ど
を
叫
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
時
代
は
「
フ
ォ
ア
。
メ
ル
シ
」
二
八
四
八
年

三
月
革
命
前
の
時
期
）
へ
と
動
く
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
動
き
の
中
で
、
一
八
三
○
・
三
一
年
冬
学
期
の
世
界
史
の
哲
学
講
義
を
行
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の

現
代
史
の
総
括
が
こ
こ
に
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
に
つ
い
て
、
良
心
の
解
放
を
も
た
な
い
、
宗
教
改
革
抜
き
の
革
命
は
成
立
し
な
い
、

そ
し
て
個
々
人
の
意
志
を
基
礎
に
お
く
自
由
主
義
、
原
子
論
の
原
理
が
挫
折
し
て
き
た
と
言
う
。
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

「
イ
ギ
リ
ス
ほ
ど
自
由
に
関
す
る
反
省
と
公
的
な
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
た
国
は
ほ
か
に
な
か
っ
た
」
（
三
・
巴
＠
．
三
二
○
）
と
し
な
が

ら
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
は
ま
っ
た
く
個
々
の
特
権
と
私
権
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
で
き
て
い
る
」
、
議
会
が
腐
敗
の
温
床
に
な
っ
て
い
る

と
厳
し
い
目
を
向
け
る
。
一
一
一
月
一
日
に
上
程
さ
れ
た
選
挙
法
改
正
案
が
議
会
に
ど
の
程
度
の
変
化
を
も
た
ら
す
か
（
三
・
ｇ
Ｐ
三
二
二
）

に
早
速
目
を
つ
け
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
官
報
が
法
案
の
上
程
を
伝
え
た
の
が
一
一
一
月
九
日
で
あ
り
、
こ
の
学
期
の
最
終
講
義
日
が
三
月
二
六

日
で
あ
る
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
動
き
は
す
ば
や
い
。

で
は
、
『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
論
文
』
の
執
筆
動
機
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
状
況
と
関
連
が
あ
る

の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
論
文
執
筆
後
、
か
つ
て
一
八
一
九
年
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
決
議
に
抗
議
し
て
、
フ
ン
ポ
ル
ト
、
ポ
イ
エ
ン
と
と
も

に
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
内
閣
を
離
脱
し
た
バ
イ
メ
（
『
＆
’
一
忠
、
）
に
返
事
を
し
た
た
め
て
い
る
。
パ
イ
メ
の
書
簡
（
こ
れ
は
残
っ
て
い

な
い
）
に
対
す
る
返
事
で
あ
る
（
一
八
三
一
年
五
月
二
一
日
づ
け
）
。
バ
イ
メ
は
官
報
掲
載
の
匿
名
論
文
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
の
で
は
な

い
か
と
推
測
し
、
ま
た
国
王
の
命
令
で
中
断
し
た
第
四
章
を
私
家
版
と
し
て
出
す
よ
う
提
案
し
た
の
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
分
が

執
筆
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
私
家
版
に
つ
い
て
は
時
間
が
な
い
と
言
う
。
バ
イ
メ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
文
を
評
価
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
応
え
る
。
「
あ
の
論
文
に
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
制
と
立
法
を
見
誤
り
中
傷
す
る
と
き
に
つ
ね
に
源
泉
と
な

る
と
と
も
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
制
と
立
法
と
比
べ
て
、
イ
ギ
リ
ス
的
自
由
の
見
事
さ
と
周
知
の
名
声
を
も
っ
と
も
な
も
の
と
し
て
認

Hosei University Repository
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め
る
諸
原
理
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
傾
向
が
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
法
案
と
い
う
機
会
を
捉
え
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
国
家
体
制
が
攻
撃
さ
れ
た
と
い
う
見
方
が
生
ま
れ
か
ね
ず
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
家
新

（
３
）
 

聞
に
は
不
適
切
な
も
の
と
し
て
最
終
章
を
印
刷
に
付
す
る
こ
と
が
妨
げ
言
わ
れ
た
の
で
す
」
。

こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
言
を
受
け
て
、
Ｍ
・
ペ
ト
リ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
目
的
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
の
自
由

主
義
を
間
接
的
に
批
判
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
制
度
を
評
価
す
る
点
に
あ
る
と
見
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
お
そ
ら
く
自
由
主
義
的
な
改
革
の
試

（
４
）
 

み
の
弱
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
当
局
の
諸
政
策
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
と
一
一
一
一
口
う
。
こ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
説
を
不
十
分
と

す
る
見
方
も
あ
る
。
Ｈ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
文
は
政
治
上
の
コ
メ
ン
ト
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
「
す
ぐ

れ
た
哲
学
的
洞
察
を
示
し
て
い
る
。
」
こ
こ
で
は
政
治
と
歴
史
が
微
妙
に
作
用
し
あ
っ
て
い
る
。
選
挙
法
改
正
法
案
の
提
案
が
「
法

（
権
利
）
の
哲
学
』
の
政
治
的
構
造
に
出
会
う
と
き
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
変
化
を
受
け
と
め
、
法
案
の
提
案
が
「
法
（
権
利
）
の
哲
学
』

の
政
治
的
構
造
の
要
件
か
ら
見
て
不
十
分
な
と
き
に
は
そ
れ
を
批
判
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
政
治
哲
学
と
歴
史
の
哲
学
の
交
差
の
中
に
身

（一ひ）

を
お
い
て
い
る
と
言
う
。
な
る
ほ
ど
ペ
ト
リ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
説
が
こ
の
よ
う
な
面
を
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
『
イ
ギ
リ
ス

選
挙
法
改
正
論
文
』
は
時
局
を
に
ら
ん
で
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
妥
当
性
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
Ｅ
・
Ｒ
・
フ
ー
バ
ー
を
引
く
な
ら

ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
歴
史
的
状
況
の
中
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
の
諸
国
で
、
「
教
養
あ
る
上
層
市
民
層
ば
か
り
で
な
く
、
中
間
階
層
そ

し
て
小
市
民
、
小
農
民
層
が
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
決
議
が
始
め
た
長
い
停
滞
の
後
、
再
び
政
治
的
運
動
に
入
っ
て
き
た
。
…
一
○
年
来

（
６
）
 

抑
圧
さ
れ
て
き
た
世
論
が
、
決
定
に
与
る
政
治
的
力
と
し
て
装
い
を
新
た
に
し
た
」
。
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
プ
ロ
イ
セ
ン
の
状
態
は
、
自

由
主
義
に
よ
る
論
駁
の
対
象
で
あ
っ
た
。
」
（
ご
丘
・
）
自
由
主
義
と
そ
こ
か
ら
帰
結
し
て
く
る
問
題
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
注
視
し
て
い
た

こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
を
担
っ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
も
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
も
イ
ギ
リ
ス
を
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
り
、

政
治
制
度
上
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
い
た
し
、
ゲ
ン
ッ
は
著
作
を
通
し
て
そ
の
よ
う
な
諸
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
に
言
及
し
て

い
た
。
自
由
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
は
す
ぐ
結
び
つ
く
観
念
で
あ
っ
た
。
ペ
ト
リ
は
こ
う
述
べ
る
。
選
挙
法
改
正
法
案
は
「
自
由
主
義
の
切

望
が
今
や
、
一
七
八
九
年
（
フ
ラ
ン
ス
革
命
…
筆
者
）
で
さ
え
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
仕
方
で
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
体
制

（
イ
ギ
リ
ス
…
筆
者
）
の
中
で
き
っ
と
発
酵
す
る
は
ず
だ
と
い
う
警
報
を
出
し
て
い
た
。
時
代
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
成
果
を
擁
護
し
な
か
っ
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改
正
都
市
条
例
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
四
州
（
プ
ロ
イ
セ
ン
、
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
、
ポ
ン
メ
ル
ン
、
プ
ラ
ン
デ
ン
プ
ル
ク
）
以
外
に
条
例
を

拡
大
、
す
べ
て
の
都
市
住
民
に
市
民
権
を
認
め
る
、
市
会
議
員
の
選
挙
資
格
を
引
き
上
げ
る
、
市
会
に
対
す
る
参
事
会
と
市
長
の
権
限

レ
ベ
ル
で
も

本
に
据
え
る
。

選
挙
制
度
の
改
正
は
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
も
と
で

国
土
を
広
げ
た
も
の
の
、
地
理
的
に
入
り
組
み
、
宗
派
、
法
慣
習
の
違
い
な
ど
を
抱
え
た
モ
ザ
イ
ク
国
家
で
あ
っ
た
。
一
八
二
○
年
代

の
後
半
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
地
方
行
政
の
標
準
化
を
進
め
、
全
国
の
地
方
自
治
体
の
改
革
を
一
八
一
一
二
年
三
月
一
七
日
に
、
’
八
○

八
年
の
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
都
市
条
例
の
改
正
と
い
う
形
で
お
こ
な
っ
た
。
Ｅ
・
Ｗ
・
ロ
ー
マ
ン
は
、
こ
の
改
正
問
題
に
対
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
の
対
応
と
『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
論
文
』
に
平
行
関
係
を
見
よ
う
と
す
る
。
「
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
、
イ
ギ
リ

ス
に
関
す
る
著
作
は
つ
ね
に
ド
イ
ツ
の
諸
関
係
と
批
判
的
に
対
決
す
る
も
の
だ
っ
た
。
…
多
く
の
同
時
代
人
が
進
ん
で
迎
え
た
イ
ギ
リ

ス
の
諸
関
係
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
は
、
そ
れ
と
は
正
反
対
に
プ
ロ
イ
セ
ン
を
手
本
に
高
め
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
お
い
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
文
を
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
都
市
改
革
論
議
と
関
連
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
問
題
へ
の
回
答
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
示
唆
に

（
８
）
 

富
む
」
。
そ
こ
に
は
選
挙
制
度
が
団
体
主
義
的
な
ス
タ
イ
ル
を
と
る
か
、
そ
れ
と
も
原
子
論
的
な
ス
タ
イ
ル
を
と
る
か
と
い
う
問
題
が

絡
ん
で
い
た
。
市
民
社
会
領
域
が
原
子
論
に
も
と
づ
く
と
き
に
、
政
治
的
国
家
は
組
織
さ
れ
な
い
ま
ま
の
群
衆
と
直
接
向
き
合
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
政
治
的
国
家
の
有
機
的
組
織
化
は
、
市
民
社
会
領
域
で
の
市
民
的
「
同
輩
関
係
（
の
⑦
ロ
。
②
的
の
。
印
・
富
津
）
」
に
も
と
づ
く
有

（
９
）
 

機
的
組
織
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
コ
ル
ポ
ラ
ッ
ィ
オ
ー
ン
）
が
あ
っ
て
始
め
て
根
を
も
ち
、
疋
統
性
を
も
つ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
一
え
て
い
た
。

特
殊
的
利
益
と
普
遍
的
利
益
が
結
び
つ
く
中
間
的
団
体
が
、
公
と
私
を
寸
断
す
る
こ
と
な
く
媒
介
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
し
て
国
政

レ
ベ
ル
で
も
（
も
と
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン
に
全
国
議
会
は
な
い
が
）
、
地
方
自
治
レ
ベ
ル
で
も
団
体
に
も
と
づ
く
幅
広
い
利
益
代
表
を
基

た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
と
か
、
最
初
、

⑭
都
市
条
例
改
正
問
題
（
プ
ロ
イ
セ
ン
、
一
八
三
一
年
）
と
へ
Ｉ
ゲ
ル
法
哲
学

…
イ
ギ
リ
ス
の
趨
勢
の
紛
れ
も
な
い
欠
陥
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
は
役
に
立
た
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た

（
７
）
 

選
挙
法
改
正
論
文
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
計
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
思
考
過
程
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」
。
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(死） ヘーゲル岐晩年の法ｲﾘ『学 1９５ 
を
強
め
る
、
営
業
。
移
住
。
土
地
取
得
の
自
由
化
な
ど
に
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
一
八
二
○
年
代
末
か
ら
改
正
を
め

ぐ
り
論
争
が
起
こ
っ
て
い
た
。
一
八
○
八
年
の
都
市
条
例
は
、
ツ
ン
フ
ト
か
ら
離
れ
て
地
域
的
に
編
成
さ
れ
た
市
民
が
選
挙
母
体
と
な

り
、
市
民
的
営
業
に
す
で
に
携
わ
る
者
（
年
間
二
○
○
タ
ー
レ
ル
以
上
の
収
入
の
あ
る
者
）
は
自
動
的
に
選
挙
権
を
も
ち
、
そ
し
て

「
居
留
民
」
（
新
興
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
や
教
養
市
民
）
は
選
挙
権
を
獲
得
で
き
る
者
と
さ
れ
た
。
形
と
し
て
は
き
わ
め
て
普
通
選
挙
に
近
い

も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
市
会
は
そ
こ
か
ら
選
出
さ
れ
る
参
事
会
よ
り
も
権
限
を
も
つ
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
ス
ム
ー
ズ
に
機

能
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
を
引
く
な
ら
ば
、
都
市
条
例
は
「
自
発
性
の
学
校
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
く
リ
ベ
ラ
ル

（
川
）

な
、
憲
法
に
も
と
づ
く
行
動
の
学
校
で
あ
っ
た
」
。

改
正
都
市
条
例
は
政
治
的
権
利
の
拡
大
を
め
ざ
す
よ
り
も
、
コ
ル
ポ
ラ
ッ
ィ
ー
フ
な
団
体
主
義
的
な
制
約
を
受
け
な
い
経
済
市
民
の

活
動
に
道
を
附
こ
う
と
し
た
。
す
べ
て
の
都
市
住
民
に
市
民
権
を
認
め
る
と
い
う
点
で
選
挙
の
剛
体
的
性
格
が
薄
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
こ
の
改
疋
問
題
に
つ
い
て
発
言
す
る
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
で
は
ガ
ン
ス
が
改
正
を
め
ぐ
る
問

（
Ⅲ
〉

題
で
論
文
を
公
表
し
て
い
る
。

一
八
一
番
四
・
二
五
年
法
哲
学
識
義
は
、
「
新
た
な
も
の
が
破
壊
さ
れ
て
、
形
式
の
変
更
が
お
の
ず
と
次
第
次
第
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
…

（
囮
）

立
法
権
は
生
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
特
殊
な
諸
制
度
が
入
り
．
つ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
政
治
上
、
市
民

生
活
上
の
諸
制
度
の
う
ち
で
、
議
会
が
最
も
変
化
を
受
け
て
い
く
も
の
と
見
て
い
た
。
し
か
も
選
挙
制
度
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
構

想
の
中
で
公
と
私
を
媒
介
す
る
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
七
月
革
命
の
影
響
で
大
き
く
揺
れ
動
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
は
憲
法
と
議
会
の
創
設
に
ま
で
行
き
つ
か
な
っ
た
。
し
か
し
、
地
方
自
治
レ
ベ
ル
で
都
市
条
例
な
ど
見
る
べ
き
も

の
が
あ
っ
た
。
歴
史
の
趨
勢
か
ら
見
て
、
い
ず
れ
州
議
会
や
全
国
議
会
レ
ベ
ル
で
の
選
挙
制
度
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル

は
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
、
自
由
主
義
的
に
原
子
論
の
原
理
を
と
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
か
。
イ
ギ
リ

ス
の
動
き
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
と
っ
て
遠
い
将
来
の
問
題
で
な
い
。
国
王
の
命
令
で
論
文
の
第
四
章
が
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
点
で
、
論

（
旧
）

文
は
「
失
敗
の
作
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
問
題
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

問
題
意
識
な
ら
び
に
歴
史
の
趨
勢
か
ら
見
て
、
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
。
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イ
ギ
リ
ス
の
体
制
に
つ
い
て
、
一
八
一
七
・
一
八
年
法
哲
学
講
義
は
「
イ
ギ
リ
ス
人
は
共
同
精
神
を
も
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
各
人

に
自
分
の
権
利
が
生
じ
る
こ
と
、
ま
た
国
家
が
普
週
意
志
と
し
て
か
れ
ら
の
懲
志
、
国
民
自
身
の
意
志
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か

（
旧
）

ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
識
会
の
公
開
、
一
一
国
論
・
出
版
の
、
川
な
ど
に
つ
い
て
「
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
ど
れ
ほ
ど
ド
イ
ツ

（
肥
）

国
民
よ
り
も
途
方
も
な
く
先
行
し
て
い
る
こ
と
か
」
と
も
言
う
。
一
八
二
一
一
・
二
一
一
一
年
法
哲
学
識
義
、
二
四
・
二
五
年
法
哲
学
講
義
に

至
っ
て
も
、
議
会
の
公
開
が
公
的
な
も
の
に
対
す
る
注
意
を
呼
び
起
こ
し
、
国
民
の
教
養
形
成
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
述

べ
る
と
き
に
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
そ
の
具
体
例
で
あ
っ
た
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
特
殊
な
個
の
利
審
が
普
遍
的
な
法
律
を
通
し
て
達
成

さ
れ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
点
に
、
さ
ら
に
特
殊
な
主
観
性
を
満
た
す
上
で
全
体
の
維
持
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
点
に
、

近
代
国
家
の
強
さ
を
見
る
が
、
’
八
二
四
・
二
五
年
法
哲
学
講
義
は
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
こ
う
述
べ
た
。
「
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス

人
は
国
家
に
対
し
て
大
変
愛
蒜
を
も
ち
、
大
衆
は
い
つ
も
内
閣
に
協
力
し
て
い
て
、
反
対
派
は
比
較
的
わ
ず
か
に
す
ぎ
な
い
。
…
一
般

に
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
個
人
の
幸
せ
は
国
家
の
も
ろ
も
ろ
の
法
律
や
制
度
が
維
持
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
現
に
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
意
識
を

（
打
）

も
っ
て
い
る
の
で
、
内
政
で
も
外
一
父
で
も
強
力
な
の
で
あ
る
。
」

し
か
し
、
ほ
ど
な
く
一
八
三
○
・
一
一
二
年
の
世
界
史
の
哲
学
講
義
は
初
め
て
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
を
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
両
面
か
ら

取
り
上
げ
る
ｃ
イ
ギ
リ
ス
の
選
挙
法
改
服
案
の
上
程
を
見
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
言
う
。
「
問
題
は
、
今
ｋ
程
さ
れ
て
い
る
改
正
案
が

と
こ
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
的
・
政
治
的
状
況
が
大
陸
諸
国
（
と
く
に
プ
ロ
イ
セ
ン
）
に
比
べ
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
う
ヘ
ー

（
Ⅱ
）
 

ゲ
ル
の
見
方
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
投
げ
か
け
、
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
意
図
的
に
厳
し
い
批
判
を
イ
ギ
リ
ス

に
向
け
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ
ー
ス
と
し
て
の
「
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ー
ー
ク
ル
』
紙
の

報
道
姿
勢
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

、
『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
ｌ
功
利
主
蕊
に
よ
る
社
会
・
政
治
批
判

二
最
後
の
「
世
界
史
の
哲
学
」
講
義
と
『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
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首
尾
一
貫
し
て
実
施
さ
れ
る
な
ら
ば
、
（
こ
れ
ま
で
の
…
筆
者
）
統
治
の
可
能
性
を
ど
の
く
ら
い
残
す
か
に
あ
る
。
」
（
三
・
田
Ｐ
三
七

一
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
二
○
年
代
に
起
こ
っ
た
選
挙
法
改
正
の
動
き
を
知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ
カ
ル
・
ラ
デ
ィ
カ
ル
ズ
の
流
れ
を
汲
む
「
モ
ー
ー
ー
ン
グ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
紙
を
一
八
一
一
三
年
二
月
ご
ろ
か
ら
読
み
始
め
て
い

（
旧
）

た
と
言
う
ｃ
「
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
紙
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ
ー
ス
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
改
革
を
必

要
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
姿
が
こ
の
新
聞
を
通
し
て
流
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
世
界
史
の
哲
学
講
義
が
描
く
イ
ギ
リ
ス
は
改
革
を
求
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
新
聞
情
報
が
こ
の
講
義
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。

「
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
は
、
Ｊ
・
ミ
ル
の
友
人
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
（
］
・
目
四
四
良
）
が
一
八
一
七
年
に
編
集
を
引
き

受
け
た
。
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
よ
れ
ば
「
そ
の
と
き
に
い
た
る
ま
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
諸
制
度
と
そ
の
迎
営
の
最
も
病
的
な
部
分
に
対
し

て
、
ベ
ン
サ
ム
と
私
の
父
に
よ
る
も
の
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
…
原
理
と
な
る
素
材
を
提
供
し
た
ベ
ン
サ

ム
以
来
、
迷
信
に
よ
る
悲
惨
な
慣
行
を
取
り
除
く
ｆ
で
妓
大
の
貢
献
は
、
『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
編
集
者
と
し
て
の
ブ
ラ
シ

（
旧
）

ク
に
あ
る
」
。
ペ
ト
リ
に
よ
れ
ば
「
ニ
ュ
ー
ス
の
一
般
的
カ
ー
ナ
ゴ
リ
ー
は
、
ベ
ン
サ
ム
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め

（
釦
）

考
え
ら
れ
て
い
た
改
革
の
一
般
的
プ
ロ
グ
ー
フ
ム
の
中
に
入
っ
て
い
る
」
。
そ
し
て
ホ
イ
ッ
グ
内
閲
が
当
時
考
え
て
い
た
政
策
を
実
に
派

確
に
説
明
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
的
・
政
治
的
制
度
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
が
並
ぶ
Ｃ
Ｍ
・
ペ
ト
リ
の
紹
介

す
る
記
事
を
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
（
ペ
ト
リ
論
文
の
頁
数
を
記
事
の
後
に
お
く
）
。

司
法
関
係
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
近
郊
の
州
、
南
部
の
州
で
の
騒
乱
後
の
裁
判
に
あ
た
り
、
一
労
働
者
の
ア
ピ
ー
ル
を
見
て
み
よ
う
二

八
三
○
年
一
月
六
日
）
。
「
閣
下
、
私
は
訴
え
ら
れ
て
い
る
告
訴
に
服
し
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
謹
ん
で
次
の
事
情
を
勘
酌
し
て
私
の
犯

罪
を
情
状
酌
量
し
て
下
さ
る
よ
う
切
に
お
願
い
し
ま
す
。
閣
下
、
私
が
な
が
ら
く
感
じ
て
い
た
こ
と
は
、
一
労
働
者
と
し
て
、
私
の
作
っ

た
も
の
の
う
ち
私
が
受
け
取
る
分
が
、
公
平
に
見
て
本
来
受
け
取
る
は
ず
の
も
の
よ
り
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
閣
下
私
は
貧
し

い
も
の
で
す
。
し
か
し
裁
判
を
行
な
う
の
で
し
た
ら
偏
り
な
く
執
り
行
っ
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
金
持
ち
の
教
養
あ
る
犯
罪

人
を
逃
が
さ
な
い
で
下
さ
い
。
し
か
る
に
貧
し
く
無
教
育
の
者
は
、
閣
下
の
仕
打
ち
が
厳
し
す
ぎ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」
（
ｍ
己
）

あ
る
い
は
、
社
会
面
で
は
、
一
八
三
○
年
一
○
月
二
八
日
の
記
事
は
、
ケ
ン
ト
の
農
民
騒
乱
に
つ
い
て
こ
う
コ
メ
ン
ト
す
る
。
「
ヨ
ー
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(５５） 1９２ 
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ほ
ど
社
会
の
き
ず
な
が
暴
力
的
に
切
断
さ
れ
て
い
る
国
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
広
ま
る
荒
廃

し
た
風
貌
は
、
人
々
に
互
い
に
に
く
み
、
ね
た
み
、
軽
蔑
し
あ
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
貧
し
き
者
は
自
分
た
ち
が
楽
し
む
こ
と
を
禁

じ
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
制
が
長
き
に
わ
た
り
愛
顧
し
て
き
た
体
制
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
声
を

上
げ
て
き
た
。
こ
の
体
制
は
、
一
六
八
八
年
に
貴
族
制
が
支
配
権
を
手
に
し
て
か
ら
ず
っ
と
支
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
」

（
旨
Ｐ
）
ペ
ト
リ
は
「
主
要
記
事
の
最
も
人
目
を
引
く
特
徴
は
、
階
級
的
反
目
の
強
調
で
あ
る
」
と
言
う
。
政
治
面
に
つ
い
て
、
ペ
ト

リ
は
こ
う
指
摘
す
る
。
「
騒
乱
と
革
命
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
背
景
の
中
に
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
動
き
を
お
く
こ
と
が
、
本
誌
の
リ
ポ
ー

ト
の
肢
も
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
『
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
官
搬
』
が
東
欧
情
報
の
、
特
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
蜂
起
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
。
ソ
ー

ス
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
」
ラ
ッ
セ
ル
卿
に
よ
る
改
正
法
案
の
提
案
が
伝
え
ら
れ
て
つ
一
月
一
日
）
、
二
日
の
一
面
は
す

べ
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
、
さ
ら
に
遠
く
中
国
の
革
命
的
事
件
の
一
一
ユ
ー
ス
で
襖
わ

れ
た
と
い
う
。
一
一
一
○
年
一
○
月
二
○
日
の
社
説
は
、
改
革
の
障
害
と
し
て
、
中
産
階
級
の
小
心
と
利
己
心
を
あ
げ
る
。
フ
ラ
ン
ス
七
月

革
命
が
わ
ず
か
一
一
日
で
終
わ
り
、
人
々
が
自
制
と
寛
容
を
し
め
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
当
局
が
国
内
の
騒
乱
に

対
し
て
示
す
粗
暴
な
態
度
を
取
り
上
げ
て
、
こ
う
言
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は
厳
し
い
闘
い
を
抜
き
に
し
て
、
こ
の
国
の
貴
族
制
が
屈
す
る

と
考
え
る
な
ら
ば
、
自
分
を
欺
く
こ
と
に
な
る
。
」
（
の
．
Ｚ
）
憲
法
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
三
一
年
一
月
四
日
の
社
説
は
こ
う
言
う
。

「
下
屑
階
級
は
裁
判
の
面
で
も
、
教
育
の
伽
で
も
立
法
府
か
ら
恩
恵
を
受
け
て
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
狩
猟
法
の
耐
で
立
法
府
の

恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
近
郊
諸
州
で
は
、
飢
え
て
死
ぬ
か
泥
棒
に
な
る
か
を
選
択
す
る
と
い
う
点
で
、
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
」

（
旨
Ｑ
・
）
三
○
年
一
○
月
一
六
日
の
社
説
は
、
一
六
八
八
年
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
に
つ
い
て
、
「
富
め
る
者
が
人
々
を
艇
め
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
仕
組
み
で
あ
る
」
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。

『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ー
ー
ク
ル
」
は
ベ
ン
サ
ム
や
Ｊ
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
に
も
と
づ
く
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
基
調
に
し
て
、
イ
ギ
リ

ス
社
会
の
腐
敗
に
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ー
ー
ク
ル
』
を
ど
う
活
用
し
て
い
た
か
は
、
彼
が

（
釧
）

「
論
文
の
第
一
二
章
で
扱
う
素
材
の
ほ
と
ん
ど
を
議
会
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
得
て
い
た
」
と
い
う
ペ
ト
リ
の
指
摘
か
ら
窺
え
よ
う
。
’
八
二
四

年
に
「
結
社
法
一
が
廃
止
さ
れ
て
剛
結
の
日
川
が
認
め
ら
れ
る
と
、
こ
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
に
向
か
っ
て
、
中
産
階
級
あ
る
い
は
労
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(５６） ヘーゲル殿晩年の法哲学 1９１ 

こ
の
よ
う
な
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
に
立
つ
『
モ
ー
ー
ー
ン
グ
・
ク
ロ
ー
ー
ク
ル
』
の
紙
面
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ギ
リ
ス

情
報
を
得
て
い
た
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
先
進
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
の
立
場
か

ら
病
巣
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
は
純
然
た
る
私
権
と
特
殊
な
特
権
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
…
こ
れ
ら
の

特
殊
な
利
害
関
心
は
既
得
権
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
封
建
法
の
古
き
時
代
に
由
来
し
て
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
他
の
国
よ
り
も
多
く

保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
不
条
理
き
わ
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
高
の
不
法
で
あ
る
。
実
在
的
自
由
の
諸
制
度
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ

ス
ほ
ど
行
き
届
い
て
い
な
い
国
は
な
い
。
」
（
三
・
認
『
・
三
七
○
）
さ
ら
に
世
界
史
の
哲
学
講
義
は
議
会
と
選
挙
制
度
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
語
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
議
会
が
統
治
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
」
（
忌
丘
・
同
前
）
議
員
の
選
挙
に
あ
た
っ
て
は
、
買
収
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
ま
っ
た
く
不
合
理
で
、
堕
落
し
た
状
態
」
（
一
口
Ｑ
・
同
前
）
と
言
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
大
き
な
改

革
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
視
点
は
『
法
（
権
利
）
の
哲
学
』
に
も
法
哲
学
講
義
に
も
な
か
っ
た
。

で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
つ
て
の
イ
ギ
リ
ス
評
価
を
捨
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
史
の
哲
学
講
義
は
、
改
革
を
求
め
ら
れ
る
イ
ギ
リ

ス
の
姿
と
と
も
に
、
そ
の
体
制
の
強
み
に
言
及
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
議
会
の
公
開
、
全
身
分
に
公
的
集
会
を
開
く
習
慣
、
出
版
の
自

由
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
国
民
全
階
級
に
お
け
る
自
由
と
平
等
」
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
は
揺
る
が
な
か
っ
た
。
「
こ
の
普
遍
的
な
諸
原
則
を
つ
か
む
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
教
養
の
点
で

あ
ま
り
に
も
愚
鈍
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
」
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
答
え
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
ほ
ど
自
由
に
つ
い
て
反
省
や
公
開
の
議
論
が
行

な
わ
れ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
…
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
フ
ラ
ン
ス
の
解
放
に
賛
同
し
た
が
、
自
国
の
体
制
と
自
由
に
つ
い
て
誇
り
を
も
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
」
（
三
・
田
①
》
三
六
九
）
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
央
集
権
制
は
、
内
閣
が
行
政
権
を
一
手
に
握
り
、
他
の
人
々
を
な

勘
考
の
動
き
が
加
速
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
協
同
組
合
知
識
増
進
協
会
（
オ
ウ
エ
ン
の
流
れ
を
く
む
。
二
九
年
五
月
）
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
政

治
同
盟
（
三
○
年
一
月
）
、
首
都
政
治
同
盟
（
同
年
三
月
）
な
ど
が
結
成
さ
れ
て
、
政
治
情
勢
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
中

（
胆
）

に
は
選
挙
権
に
お
け
る
財
産
資
格
を
撤
廃
し
た
錘
日
通
選
挙
の
要
求
も
出
て
き
て
い
た
。

②
一
八
一
一
一
○
・
三
一
年
「
世
界
史
の
哲
学
」
講
義
と
イ
ギ
リ
ス
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9０ (５７） 

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
八
二
○
年
代
を
通
し
て
選
挙
法
改
正
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
き
た
が
、
お
も
に
賀
族
や
地
主
階
級
か
ら
な
る

ト
ー
リ
ー
党
内
閣
は
改
阪
に
動
か
な
か
っ
た
。
一
八
三
○
年
六
川
に
改
革
の
障
審
と
見
ら
れ
て
い
た
ジ
ョ
ー
ジ
四
世
が
死
去
し
て
、
改

革
派
も
期
待
を
寄
せ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ァ
ム
四
世
が
即
位
し
た
。
十
一
月
十
六
日
、
改
革
を
拒
否
し
て
き
た
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
内
閣
は
議
会

内
外
か
ら
批
判
を
あ
び
て
総
辞
職
し
た
。
代
わ
っ
て
改
革
派
の
グ
レ
イ
内
閣
（
ホ
イ
ッ
グ
党
は
こ
の
年
、
自
由
党
と
改
称
す
る
）
は
、

三
一
年
三
月
一
日
、
選
挙
法
改
正
法
案
を
下
院
に
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
案
は
一
一
一
月
二
三
日
、
一
一
一
○
一
一
対
三
○
一
で
第
二
読

会
を
通
過
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
か
ら
下
院
が
一
一
一
月
三
○
日
に
閉
会
す
る
ま
で
を
扱
う
。
な
お
、
下
院
は
四
月
二
日
に
再
開
す
る
。

た
だ
し
、
選
挙
法
改
正
問
題
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
が
絡
ん
で
審
議
は
紛
糾
し
た
。
四
月
二
三
日
、
国
王
は
下
院
の
解
散
を
命
じ
た
。

総
選
鑑
で
ホ
イ
ッ
グ
党
は
一
三
六
名
の
当
選
者
を
出
し
、
九
月
に
第
二
法
案
が
下
院
を
通
過
し
た
も
の
の
、
上
院
は
一
○
月
八
日
そ
れ

す
か
ま
ま
に
し
て
お
く
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
ど
の
地
力
自
治
団
体
も
、
そ
の
下
部
の
ど
の
自
治
体
や
結
社
も
、
治
を
行
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
公
共
的
利
害
関
心
が
具
体
的
に
な
り
、
特
殊
な
利
害
関
心
も
こ
の
公
共
的
利
審
関
心
の
中
で
知
ら
れ
主
張

さ
れ
る
。
…
だ
か
ら
、
抽
象
的
な
普
遍
的
原
理
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
。
」
（
三
・
ｍ
賀
三
七
○
）

こ
の
よ
う
な
次
第
で
「
イ
ギ
リ
ス
ほ
ど
政
府
の
行
う
こ
と
が
少
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
」
（
ご
・
・
同
前
）
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
も
言

う
。
「
イ
ギ
リ
ス
の
物
質
的
生
活
の
基
礎
は
、
商
業
と
工
業
に
あ
る
。
全
世
界
に
文
明
を
伝
道
す
る
と
い
う
偉
大
な
使
命
を
引
き
受
け

（
鋼
）

た
の
で
あ
る
。
」
（
三
・
ｇ
、
》
一
二
七
一
一
）
」

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
こ
の
よ
う
に
先
進
性
が
あ
る
。
し
か
し
『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
の
情
報
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
選
挙
法
改
正
問
題
が
、
政
治
的
に
安
定
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
を
大
き
く
揺
る
が
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
逃
率
法
改

正
が
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
心
は
高
ま
る
。

、
イ
ギ
リ
ス
に
求
め
ら
れ
る
も
の
ｌ
公
と
私
の
脱
構
築

三
「
実
在
的
自
由
の
実
現
」
と
時
代
の
趨
勢
ｌ
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
法
案
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ヘーゲル肢晩年の法哲学(５８） 1８９ 
を
否
決
し
た
。
さ
ら
に
第
三
法
案
が
十
一
一
月
上
院
に
提
出
さ
れ
、
翌
年
六
月
四
日
に
上
院
の
第
三
読
会
を
通
過
し
て
、
法
案
は
成
立
し

た
。
こ
う
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
選
挙
人
は
十
六
万
か
ら
九
十
三
万
に
増
え
た
。
法
案
の
骨
子
は
、
一
二
○
名
を
選
出
し
て
い
る
人
口
二

○
○
○
人
以
下
の
ポ
ロ
（
六
○
）
に
選
挙
権
を
与
え
な
い
、
人
口
二
○
○
○
人
か
ら
四
○
○
○
人
ま
で
の
ポ
ロ
は
一
名
を
選
出
す
る
、

こ
れ
に
よ
り
四
六
の
議
席
が
な
く
な
り
、
新
た
に
二
七
都
市
、
ロ
ン
ド
ン
な
ど
に
九
八
の
議
席
を
新
設
す
る
、
そ
し
て
選
挙
資
格
を
一

○
ポ
ン
ド
以
上
の
納
税
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
改
正
案
の
背
景
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
封
建
的
遺
制
を
見
て
厳
し
く
批
判
す
る
。
そ
れ
は
、
か
っ
て
故
国
ヴ
ュ

ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
の
憲
法
制
定
問
題
を
め
ぐ
り
、
古
き
善
き
法
（
実
定
法
）
、
旧
弊
に
固
執
す
る
領
邦
議
会
を
厳
し
く
批
判
し
た

『
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
領
邦
議
会
論
文
』
（
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
文
芸
年
報
』
一
八
一
七
年
十
二
月
か
ら
翌
年
初
頭
に
か
け
て
掲
載
）

を
思
わ
せ
る
。
選
挙
権
は
こ
れ
ま
で
特
権
と
し
て
、
財
産
権
と
同
一
視
さ
れ
て
、
議
席
の
大
多
数
は
上
層
階
級
の
手
に
あ
る
。
し
か
も

議
席
は
投
票
権
を
も
つ
人
た
ち
が
賄
賂
を
贈
り
、
あ
る
い
は
正
式
に
金
銭
を
払
う
こ
と
で
、
手
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
「
国
民
の
政
治

的
腐
敗
を
物
語
る
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
兆
候
を
、
ほ
か
の
国
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
」
（
回
・
笛
Ｐ
一
八

一
一
）
と
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
こ
こ
に
は
、
ド
イ
ツ
諸
国
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
、
法
と
権
利
の
両
面
に
わ
た
る
改
定
が
進
ん

で
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
大
陸
諸
国
に
先
ん
じ
て
い
な
が
ら
、
こ
の
時
代
の
趨
勢
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。
一
イ
ギ

リ
ス
憲
法
は
、
終
始
、
国
王
や
議
会
か
ら
特
別
の
機
会
に
授
与
さ
れ
た
り
、
買
い
入
れ
ら
れ
た
り
、
贈
与
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
国
王

や
議
会
よ
り
強
奪
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
特
殊
な
権
利
、
自
由
、
特
権
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
」
（
三
・
②
壁
一
八
六
）
こ
こ
に
は
法
の
学
問

（
型
）

的
改
定
、
そ
し
て
鐘
口
遍
的
な
基
礎
を
具
体
的
な
も
の
に
適
用
し
て
貫
く
と
い
う
「
進
歩
に
関
す
る
契
機
」
が
欠
け
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
選
挙
法
改
正
法
案
が
「
制
度
の
変
革
」
（
回
・
餡
Ｐ
一
八
三
）
に
向
か
っ
て
い
る
点
を
「
正
し
い
道
」
と
認
め
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
社
会
生
活
に
見
ら
れ
る
教
会
の
十
分
の
一
税
、
領
主
権
、
狩
猟
権
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
収
奪
す
る
過
酷
な
数
々
の
条
例
を
取
り

上
げ
て
、
「
大
陸
諸
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
権
利
の
廃
止
が
、
福
祉
の
向
上
と
本
質
的
自
由
の
重
要
な
基
盤
と
見
ら
れ
て
い
る
」
（
回
②
塵

一
九
三
）
と
言
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
公
と
私
の
両
面
に
わ
た
る
立
て
直
し
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
が
そ
れ
を
阻
ん
で
い
る

の
か
。
「
統
治
権
力
が
理
性
的
国
家
法
や
真
の
立
法
に
矛
盾
す
る
多
く
の
特
権
を
所
有
し
て
い
る
人
々
の
手
中
に
握
ら
れ
て
い
る
と
い
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う
単
純
な
理
由
に
あ
る
。
」
（
向
・
幽
浅
一
八
七
）
そ
れ
だ
け
で
な
い
。
「
国
民
的
自
負
」
、
「
名
声
と
富
裕
」
（
因
・
函
Ｓ
二
○
五
）
な
ど
が
、

す
で
に
大
陸
諸
国
で
進
ん
で
い
る
法
制
度
の
改
革
と
進
歩
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
改
正
法
案
は
、
あ
る

者
に
は
他
の
領
域
へ
の
波
及
を
期
待
さ
せ
、
ま
た
あ
る
者
に
は
現
状
を
支
え
て
い
る
法
的
基
盤
の
転
覆
を
嗅
ぎ
と
ら
せ
て
い
る
。

そ
し
て
「
法
の
改
定
」
に
は
何
が
必
要
か
。
「
ま
っ
た
く
実
定
的
な
特
権
や
、
伝
統
的
な
私
的
利
益
や
、
大
衆
の
蒙
昧
さ
に
対
抗
し

て
、
国
家
の
安
寧
、
臣
民
の
幸
福
、
国
民
の
全
般
的
福
祉
と
い
う
諸
原
理
に
実
在
性
を
与
え
る
た
め
に
は
、
立
法
活
動
に
同
時
に
君
主

に
固
有
の
権
力
が
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
口
笛
Ｐ
一
八
七
）
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヨ
ゼ
フ
ニ
世
、
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
な
ど
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
が
、
こ
の
法
の
改
定
の
促
進
と
い
う
点
で
、

（
坊
）

イ
ギ
リ
ス
の
王
権
に
多
く
は
望
め
な
い
と
い
一
つ
の
で
あ
る
。

さ
て
、
選
挙
法
改
疋
案
は
選
瀧
区
の
改
廃
を
行
な
い
、
選
蝋
資
格
を
一
○
ポ
ン
ド
以
上
の
納
税
と
し
て
い
た
。
国
民
の
亜
要
な
利
益

代
表
と
い
う
議
会
の
機
能
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
受
け
る
か
と
い
う
点
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
（
論
文
第
三
章
）
。
「
さ

ま
ざ
ま
な
重
要
な
国
民
の
諸
利
益
は
、
全
体
的
な
議
会
の
う
ち
に
代
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
イ
ギ
リ
ス
に
固
有
の

視
点
で
あ
る
。
」
（
国
・
聿
認
》
二
○
七
）
こ
の
視
点
が
古
く
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
会
や
地
方
議
会
の
選
出
の
基
礎
に
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ

ス
で
は
こ
の
考
え
に
支
え
ら
れ
て
、
「
金
融
、
商
業
、
貿
易
」
（
向
・
患
堕
一
一
○
九
）
な
ど
が
腐
敗
に
身
を
投
じ
て
賄
賂
、
買
収
に
よ
っ

て
議
会
に
代
表
を
送
っ
て
き
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
必
然
的
な
も
の
を
偶
然
的
な
も
の
に
ゆ
だ
ね
る
「
憲
法
の
欠
陥
」
と
言
う
。
し

か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
視
線
は
さ
ら
に
先
に
あ
る
。
「
諸
階
層
の
間
で
有
機
的
に
異
な
る
も
ろ
も
ろ
の
利
益
は
、
多
く
の
国
家
に
お
い
て
、

確
か
に
現
在
の
状
況
に
も
は
や
完
全
に
適
合
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
く
上
述
の
他
の
利
益
が
今
や
強
力
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
回
・
画
屡
二
○
八
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
国
家
生
活
の
現
実
的
基
礎
が
「
意
識
的
に
は
っ
き
り
と
取
り
上
げ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
旨
９
二
○
九
）
と
言
う
。
新
し
い
階
層
の
動
き
を
は
っ
き
り
と
視
野
に
入
れ
る
と
い
う
表
明
が
こ
こ
に

あ
る
。

⑭
普
通
選
挙
の
弊
害
ｌ
政
治
的
公
共
性
の
空
洞
化
と
政
治
的
無
関
心
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重
要
な
問
題
は
そ
の
先
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
心
は
、
選
挙
法
改
正
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
生
じ
て
く
る
も
の
は
何
か
と
い
う
問
い
に

向
か
う
（
第
四
章
）
。
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
巨
大
な
富
と
救
い
よ
う
の
な
い
貧
困
と
の
間
の
差
異
が
き
わ
め
て
大
き
い
が
、
そ
れ
と

同
じ
く
ら
い
に
、
い
な
そ
れ
以
上
に
イ
ギ
リ
ス
貴
族
の
特
権
、
そ
し
て
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
の
実
定
法
制
度
と
、
他
方
大
陸
の
文
明
化
さ

れ
た
国
家
で
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
権
利
関
係
と
法
律
、
そ
し
て
原
則
と
の
間
に
見
ら
れ
る
差
異
は
大
き
い
。
」
（
向
・
単
豊
二
一
一
六
）
こ

れ
は
す
で
に
『
官
報
』
の
公
表
部
分
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
選
挙
法
改
正
で
議
会
に
は
「
新
し
い
人
々
」
（
ご
Ｑ
・
同
前
）
が
進
出
し
て

く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
の
旧
弊
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
お
か
な
い
「
理
念
」
に
道
を
開
く
で
あ
ろ
う
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

言
う
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
行
き
過
ぎ
た
抽
象
、
暴
動
と
な
っ
て
現
れ
、
ド
イ
ツ
で
は
封
建
的
関
係
の
「
現
実
的
、
平
和
的
、
漸

で
は
、
改
正
法
案
は
ど
う
い
う
性
格
を
も
つ
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
な
お
「
古
い
特
権
と
、
あ
ら
ゆ
る
市

民
が
代
表
を
選
出
す
る
と
き
に
平
等
な
選
挙
資
格
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
普
遍
的
原
理
と
の
混
合
物
」
（
回
・
山
＆
二
一
一
）
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
不
整
合
が
際
立
っ
て
い
る
。
こ
の
原
理
を
徹
底
す
れ
ば
「
革
命
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
三
つ
の
王
国

（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
…
筆
者
）
の
中
流
お
よ
び
下
層
階
級
の
人
々
が
こ
の
法
案
に
一
般
に
き
わ
め

て
満
足
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
（
因
・
聾
＆
『
二
一
一
）
こ
と
か
ら
、
そ
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
い
わ
ゆ
る
実
利
的
気
性
」
か
ら
、

「
抽
象
的
平
等
と
い
う
形
式
的
原
理
」
が
人
々
を
動
か
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
む
し
ろ
投
票
権
の
普
遍
的
配
分
を
求
め
る
欲
求
と
、
そ
れ
を
実
際
に
行
使
す
る
際
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
注
意
を
喚
起
す

る
。
原
子
論
を
原
理
と
し
て
選
挙
権
を
量
的
に
だ
け
拡
大
す
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
一
票
は
羽
毛
の
よ
う
に
軽
い
も
の
と
な
り
、
選
挙

人
と
代
議
士
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
は
国
民
主
権
の
発
動
と
し
て
の
こ
の
よ
う
な
政
治
的
参
与
が
取
る
に

足
り
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
「
暴
動
や
ク
ラ
ブ
・
結
社
な
ど
の
形
で
事
柄
に
関
与
し
て
、
権
利
を
調
達
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
」
（
回
・
路
］
》
一
二
九
）
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
「
経
験
」
か
ら
、
普
通
選
挙
そ
の
も
の
の
難
点
を
示
そ
う
と
す
る
。
こ

れ
は
近
代
の
選
挙
制
度
へ
の
原
理
的
批
判
で
あ
る
。

(3) 

危
機
の
所
在
ｌ
新
野
覚
の
未
熟
と
革
命
の
誘
惑
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選
挙
法
改
正
問
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
に
と
っ
て
軽
い
問
題
で
は
な
い
。
政
治
的
国
家
と
市
民
社
会
か
ら
な
る
人
倫
的
共
同
体
が

機
能
す
る
た
め
に
は
、
市
民
的
自
治
に
も
と
づ
く
中
間
団
体
と
、
そ
れ
を
土
台
と
す
る
代
表
選
出
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
公
的
な

も
の
と
私
的
な
も
の
を
媒
介
す
る
機
能
を
果
た
し
、
政
治
的
安
定
を
も
た
ら
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
選
挙
法
改
正
問
題
は
、
こ
の
選
出
方
法

進
的
、
合
法
的
な
改
革
」
（
回
患
Ｐ
一
一
二
五
）
を
生
み
出
し
た
「
理
念
」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
と
こ
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン

ス
の
道
は
歩
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
八
一
一
一
○
・
三
一
年
の
世
界
史
の
哲
学
講
義
で
す
で
に
語
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
肯
定
的
な
面
を
ヘ
ー

ゲ
ル
は
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
。
「
こ
れ
ま
で
の
制
度
の
下
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
員
も
、
一
般
の
イ
ギ
リ
ス
人
も
、
よ
り
実
際
的
な
国

家
感
覚
を
も
ち
、
政
府
や
統
治
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
確
な
観
念
を
も
っ
て
い
る
。
…
市
民
生
活
の
状
態
が
き
わ

め
て
自
由
で
具
体
的
で
あ
る
た
め
に
、
自
由
の
形
式
的
原
理
は
、
下
層
階
級
ｌ
…
｜
般
に
自
由
の
形
式
主
義
を
最
も
受
け
入
れ
や
す

い
ｌ
の
上
の
階
級
に
お
い
て
は
す
ぐ
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
」
（
ロ
ー
＆
二
一
一
一
三
）
こ
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ

ギ
リ
ス
観
は
き
わ
め
て
一
貫
し
て
い
る
。

で
は
危
機
は
ど
の
よ
う
な
地
点
に
生
ま
れ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
見
る
の
か
。
法
案
を
通
し
て
「
原
理
」
が
人
々
の
関
心
の
的
と
な
り
、

議
会
の
中
で
争
点
と
化
し
た
と
き
に
、
議
会
の
経
験
が
浅
く
、
与
党
と
互
角
に
渡
り
合
う
に
い
た
っ
て
い
な
い
野
党
は
、
「
国
民
の
う

ち
に
み
ず
か
ら
の
力
を
求
め
、
改
革
の
代
わ
り
に
革
命
の
導
入
に
誘
惑
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
両
・
さ
←
同
前
）
し
か
し
、
統
治
権
力

は
実
質
的
に
議
会
に
あ
り
、
「
君
主
権
の
原
理
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
も
は
や
喪
失
す
べ
き
何
も
の
も
有
し
て
い
な
い
。
」
（
因
・
患
騨

二
二
七
）
と
す
れ
ば
、
「
こ
の
と
き
に
は
、
実
定
的
な
特
権
の
利
益
と
実
質
的
自
由
の
要
求
と
の
間
に
、
両
者
を
抑
制
し
、
こ
れ
ら
を

和
解
さ
せ
る
、
よ
り
中
間
的
に
し
て
、
よ
り
高
い
権
力
が
欠
け
て
い
る
だ
け
に
、
闘
争
は
き
わ
め
て
危
険
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

（
回
・
さ
一
．
一
一
一
一
一
三
）
こ
の
よ
う
な
仲
裁
の
機
能
を
も
つ
君
主
権
は
、
か
つ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
思
想
的
影
響
を
与
え
た
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
。
．

（
班
）

ン
ス
タ
ン
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

結
び
に
か
え
て
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(砥） ヘーゲル量晩年の法frj3： 185 
に
関
わ
る
。
立
法
権
は
生
け
る
も
の
と
一
八
二
四
・
二
五
年
識
義
は
述
べ
て
、
注
意
を
喚
起
し
て
い
た
。
そ
の
線
上
に
こ
の
論
文
は
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
選
挙
制
度
に
つ
い
て
団
体
主
義
的
な
ス
タ
イ
ル
を
櫛
想
す
る
が
（
『
法
（
権
利
）
の
哲
学
』
三
○
八
節
）
、
『
イ
ギ
リ

ス
選
挙
法
改
正
論
文
』
は
、
そ
れ
を
教
条
的
に
復
唱
す
る
の
で
は
な
く
、
一
八
二
四
・
二
五
年
法
哲
学
講
義
の
発
一
一
一
一
回
に
そ
っ
て
、
実
際

に
生
じ
て
く
る
事
態
を
凝
視
し
て
い
る
。

（
調
）

『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
論
文
』
は
、
本
論
の
検
討
を
通
し
て
「
極
め
て
思
慮
深
い
社
会
批
判
の
一
編
「
｜
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で

あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
な
ぜ
改
革
を
求
め
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
改
革
と
い
う
時
代
の
趨
勢
の
中
で
、
選
挙
法
改
正
法
案
が
い

か
な
る
意
味
を
も
ち
、
将
来
ど
の
よ
う
な
問
題
を
も
た
ら
す
か
を
冷
静
に
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
近
代
社
会
は
よ
り
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
を
見
せ
始
め
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
選
挙
法
改
正
は
そ
の
端
緒
で
も
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
動
き
に
触
れ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
多
く
の
涌
主
制
が
設
立
さ
れ
る
の
を
経
験
し
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
統
治
権
力
は
行
政
権
力
と
し
て
、
純
然
た
る
畝
法

お
よ
び
司
法
の
権
力
か
ら
形
式
的
に
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
う
た
わ
れ
、
そ
の
う
え
前
者
は
た
ん
に
装
飾
と
栄
愁

を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
内
閣
の
任
命
が
つ
ね
に
議
論
と
争
い
の
中
心

に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
立
法
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
権
力
が
勝
利
を
得
て
い
る
ｃ
」
（
向
・
塑
豊
二
二
二
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ

ン
ス
の
ケ
ー
ス
を
あ
げ
て
い
る
が
、
前
年
の
ベ
ル
ギ
ー
慰
法
も
視
野
に
入
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
が
語
る
も
の
を
読
み
取
る
と
い

う
開
か
れ
た
ス
タ
ン
ス
の
中
に
、
ベ
ル
リ
ン
期
そ
し
て
肢
晩
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
的
思
索
が
あ
る
。

Ⅲ
川
は
次
の
略
号
と
、
そ
の
頁
数
で
、
邦
訳
は
漢
数
字
で
示
す
（
訳
文
は
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
）
。
『
法
（
椛
利
）
の
哲
学
』
（
滕
野
・
赤
沢
訳
、

中
央
公
論
社
、
世
界
の
名
著
）
は
節
番
号
で
示
す
。

言
坤
罵
狛
の
一
》
ご
Ｃ
『
一
の
の
ｐ
ｐ
ｍ
の
ロ
号
の
【
ｅ
の
宅
冨
一
・
如
・
で
一
］
一
の
Ｑ
の
『
の
①
の
、
宮
Ｃ
胃
⑦
・
胃
の
・
三
・
「
・
胃
、
の
一
三
Ｃ
『
【
Ｃ
一
目
三
口
目
｝
ぬ
思
己
の
ご
］
四
・
甸
『
巴
〕
丙
‐

冒
旦
四
・
三
・
『
⑭
目
『
云
匹
日
つ
ぐ
の
忌
堀
・
本
稿
は
ズ
ー
ァ
カ
ン
プ
版
を
用
い
る
。
な
お
、
近
代
に
つ
い
て
は
ア
ー
カ
ン
ダ
イ
ク
の
筆
記
録
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。
一
ベ
ー
ゲ
ル
歴
史
哲
学
講
義
』
（
下
）
長
谷
川
宏
訳
、
岩
波
書
店
）

向
汕
二
の
垢
の
一
・
□
す
の
『
巳
の
⑦
ロ
、
一
一
ｍ
ｇ
の
宛
の
す
．
曰
ご
筐
』
貝
●
・
三
・
句
・
■
の
、
の
」
Ｃ
の
⑰
目
〕
一
〕
〕
の
一
（
の
三
の
【
丙
の
」
ご
く
国
亘
且
目
、
目
（
』
の
『
□
の
貝
⑰
９
の
ご

｛
・
『
③
呂
目
狛
猪
の
曰
の
ご
ｍ
・
富
｛
戸
ロ
『
の
、
。
「
ｏ
ｐ
Ｑ
の
『
ｚ
ｏ
ａ
『
す
の
ご
‐
言
の
、
騒
一
】
ｍ
８
の
ロ
シ
百
。
の
ヨ
ー
の
。
の
『
三
』
の
⑪
の
ど
の
、
言
の
ロ
・
爵
日
す
ご
『
鯨
司
・
一
員
二
Ｃ
ヨ
の
『

ぐ
の
『
｜
眉
・
「
イ
ギ
リ
ス
選
蛎
法
改
正
法
案
に
つ
い
て
』
上
変
糀
沢
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
政
治
論
文
災
』
（
下
）
所
収
、
岩
波
課
店
）
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(岡）1８４ 
《
注
》

（
１
）
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ッ
は
、
晩
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
的
見
解
は
保
守
化
し
て
、
近
代
的
な
選
挙
制
度
も
没
理
性
的
な
も
の
に
映
っ
て
き
た
、

「
こ
の
論
文
に
は
す
で
に
病
的
な
違
和
が
感
じ
ら
れ
る
」
（
『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』
中
埜
肇
択
、
み
す
ず
普
房
、
一
九
八
一
一
一
年
、
二
五
五
頁
）
と
ま
で

言
う
。
ま
た
Ｋ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
同
じ
よ
う
に
保
守
的
ヘ
ー
ゲ
ル
像
を
描
き
出
し
た
（
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯
』
玉
井
・
礒
江
訳
、
勁
草
書
房
、

一
九
七
一
年
、
二
五
四
頁
）
。
な
お
、
『
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
改
正
論
文
」
に
つ
い
て
の
近
年
の
成
果
に
、
山
崎
純
『
神
と
国
家
ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教

哲
学
』
（
創
文
社
、
一
九
九
五
年
）
第
四
章
第
二
節
「
七
月
革
命
の
衝
撃
と
宗
教
・
国
家
論
の
最
後
の
検
証
」
、
金
谷
佳
一
「
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法

と
ヘ
ー
ゲ
ル
」
（
加
藤
・
滝
口
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
』
所
収
、
理
想
社
、
二
○
○
六
年
）
が
あ
る
。
参
照
を
請
う
。
ま
た
邦
訳
（
『
ヘ
ー
ゲ

ル
政
治
論
文
集
」
（
下
）
の
訳
者
注
（
上
妻
精
）
、
解
説
（
金
子
武
蔵
）
と
も
詳
細
で
有
益
で
あ
る
。

（
２
）
○
・
両
・
三
・
エ
の
、
の
｜
》
ご
○
『
の
⑫
二
月
の
ロ
弓
の
『
幻
の
Ｃ
三
い
つ
三
一
Ｃ
⑫
Ｃ
つ
ど
の
］
⑫
」
』
－
」
＄
一
．
園
・
く
・
ズ
ー
ヱ
・
一
三
局
・
の
戸
】
三
思
『
〒
冨
（
－
０
：
【
）
仏
国
（
（
・
一
君
当
‐

『
一
・
口
。
・
一
ｍ
・
＄
『
・
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
獅
義
』
長
谷
川
宏
沢
、
作
品
社
、
二
○
○
○
年
、
五
爪
八
頁
。

（
３
）
国
．
、
ｎ
コ
。
。
こ
の
『
”
□
。
【
巨
曰
の
日
の
目
田
⑦
い
の
一
⑪
ロ
○
一
三
の
Ｏ
ｐ
の
ロ
ロ
の
口
穴
の
ご
扇
ぎ
へ
塵
］
・
］
・
国
ロ
、
己
の
【
函
の
、
の
一
い
：
『
・
函
の
『
Ｂ
の
』
弓
エ
の
、
の
一
‐

、
芹
ロ
ロ
ー
の
。
、
Ｑ
・
二
・
」
垣
『
○
の
．
②
］

（
４
）
三
・
］
・
で
命
一
『
旨
で
『
Ｃ
日
恩
。
：
自
己
豊
津
一
房
一
醗
冨
Ｃ
云
賄
『
◎
ロ
ゴ
二
言
］
「
ｃ
鷺
『
妨
聾
『
二
，
一
①
。
『
一
戸
冒
同
。
的
房
｝
】
司
ら
「
。
『
三
国
三
・
『
『
］
恥
ヨ
ゴ
ｃ
ｍ
Ｓ
－
ｃ

ｍ
ゴ
ュ
Ｑ
弓
一
一
⑫
。
。
－
の
ご
・
両
１
．
つ
『
Ｎ
・
ン
・
で
の
－
３
．
勿
六
－
．
０
四
ヨ
ワ
『
一
口
、
の
］
器
一
・
℃
□
・
一
ヨ
ー
］
謬
・

（
５
）
工
○
富
山
『
Ｑ
乏
旨
口
日
興
で
○
一
旨
３
－
で
宮
一
・
の
○
つ
耳
四
目
目
の
勺
宮
』
。
⑩
○
つ
耳
。
｛
エ
ー
⑭
一
Ｃ
ｑ
ご
出
①
狛
の
一
㎡
向
い
⑫
畠
ｃ
ｐ
ｓ
の
ロ
口
嘗
の
ご
宛
凰
。
『
ヨ

ロ
ニ
閂
貝
国
Ｃ
輯
○
一
‐
の
戸
己
］
の
｛
〕
団
の
』
一
局
津
⑬
ロ
』
垣
垣
□
→
、
○
こ
ぐ
一
の
『
こ
の
『
百
ｍ
・
ｍ
ｏ
ｐ
ｐ
》
の
．
唾
い
む
．
障
竿
『

（
６
）
ロ
『
こ
め
一
司
巨
・
Ｃ
ｌ
「
『
自
巨
す
の
同
口
の
貝
、
◎
す
の
己
。
『
『
Ｐ
⑪
切
匡
■
ぬ
⑰
、
①
⑫
○
一
］
】
、
宮
戸
の
⑫
巴
（
］
『
＄
．
、
巴
］
Ｐ
臼
・
塚
口
、
ご
Ｑ
臣
Ｅ
Ｃ
穴
・
の
『
御
三
⑦
一
【
の
Ｐ
弓
貝
丘
の
⑭
の
①
耳
の
ロ

ン
ニ
】
｛
一
四
ｍ
の
．
三
・
六
。
。
’
富
ヨ
ョ
の
『
ど
の
『
一
緒
・
勿
冒
一
一
恩
『
一
国
の
『
－
ご
・
【
。
－
コ
。
ご
菖
貝
．
ｍ
の
・
酉
－
１
患
．

（
７
）
三
・
℃
の
（
『
ご
・
ｇ
己
・
》
の
．
患
．

（
８
）
回
一
一
⑰
号
の
二
］
三
口
駅
臼
‐
Ｆ
・
豈
皀
四
目
尚
ご
泊
一
一
⑰
、
｛
〕
の
丙
の
『
・
『
冒
巨
一
Ｅ
〕
□
勺
『
２
ｍ
の
】
⑰
○
一
〕
●
の
【
萱
（
８
日
目
ロ
頓
百
出
の
嘱
一
，
の
一
目
－
８
国
Ｑ
｝
】
＆
一
段

】
・
・
画
・
国
。
｛
】
ご
－
の
『
ぐ
の
『
｜
壁
循
・
国
◎
。
『
】
・
の
・
画
ご
・

（
９
）
の
．
『
・
乏
・
エ
の
宛
の
｜
皿
く
。
『
①
の
二
局
の
ゴ
（
）
ウ
の
『
宛
の
０
－
〕
｛
②
己
三
一
○
の
○
つ
三
の
屋
屋
‐
］
窒
一
》
臣
弓
・
【
と
』
一
｛
ご
独
切
（
ご
｛
｛
恩
１
－
距
且
Ｃ
自
二
の
菌
（
｛
》
］
宰
墨
１

コ
・
田
・
－
．
，
．
ｓ
⑭
．
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
」
長
谷
川
宏
訳
、
作
品
社
、
二
○
○
○
年
、
五
五
一
一
一
頁
（
ガ
ン
ス
、
『
法
（
権
利
）
の
哲
学
』
二

九
○
節
「
補
遺
」
と
し
て
採
録
）
。

（
Ⅵ
）
宛
の
ヨ
ョ
エ
己
胄
〈
。
⑫
の
二
の
、
庁
勺
『
の
巨
既
の
『
］
賢
二
配
の
一
）
ら
『
｝
力
（
）
｛
（
）
『
ョ
口
コ
ユ
刀
（
）
｝
『
（
）
一
二
（
》
『
一
・
四
・
ン
三
｛
一
・
ｍ
一
［
］
二
晩
四
二
・
【
一
（
）
一
一
台
（
）
三
豊
一
ヨ
蝉
の
．
、
覇
・

（
Ⅱ
）
厨
Ｑ
ご
ｍ
ａ
Ｃ
ｍ
ｐ
⑫
》
ご
Ｓ
の
『
ｅ
の
勺
『
①
巨
の
⑫
】
の
。
弓
の
の
戯
１
｛
①
。
『
ユ
ロ
巨
口
、
の
ご
宛
の
Ｎ
の
。
⑭
一
。
。
・
弓
目
印
の
】
（
鼠
い
の
目
『
力
の
ａ
の
一
○
コ
・
の
『
で
『
の
巨
の
い
】
い
◎
ど
の
ロ

ロ
の
餉
の
一
呉
嘱
の
一
）
二
『
一
晩
・
エ
『
の
狙
・
弓
ｏ
ｐ
Ｏ
『
・
回
・
ｏ
ｍ
ｐ
⑰
・
臣
の
『
一
ヨ
ー
鈎
酉
つ
Ｉ
学
悼
・
轡
②
つ
１
画
》
図
。
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三
七
三
頁
。

（
旧
）
ペ
ト
リ
は
『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ク
ロ
ー
ー
ク
ル
』
に
関
連
す
る
一
八
二
一
年
か
ら
二
十
年
代
後
半
の
ノ
ー
ト
、
メ
モ
を
『
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
」
誌
に

ま
と
め
て
い
る
。
ｇ
・
］
・
石
の
（
ｑ
罪
エ
の
、
の
］
口
且
岳
の
三
・
日
冒
胸
Ｃ
弓
８
己
。
］
。
ご
”
国
の
胸
の
一
‐
の
一
旦
一
の
。
■
二
・
二
》
］
君
９
ｍ
の
．
］
』
Ｉ
⑫
Ｃ
・

（
⑬
）
Ｊ
ｏ
Ｓ
・
ミ
ル
「
ミ
ル
自
伝
』
（
一
八
七
三
年
）
、
朱
牟
田
夏
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
八
四
頁
。

（
別
）
三
・
℃
の
（
ご
》
昏
丘
・
の
・
己
．

（
Ⅲ
）
言
・
や
①
（
ご
》
旨
。
．
②
『
①
。
ま
た
ペ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
読
ん
で
い
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
新
聞
（
複
数
…
筆
者
）
は
差
し
迫
っ
た
蔵

命
の
危
機
と
い
う
脅
し
を
助
長
し
て
い
た
」
と
言
う
（
田
・
少
・
句
の
｝
。
且
ゴ
⑭
貢
四
ｍ
ｍ
の
一
四
且
■
『
冒
切
ｎ
．
勺
色
『
一
一
四
ョ
①
ご
国
１
⑪
貝
目
貝
国
の
鴇
］
の

幻
の
ｎ
頁
の
己
冨
一
○
の
○
℃
宮
の
】
日
田
⑦
⑪
四
目
目
目
ご
回
。
、
（
｛
の
『
目
『
○
℃
壁
⑪
８
①
曰
く
の
Ｈ
〔
愚
⑫
巨
口
、
⑩
油
の
の
。
ご
＆
（
の
》
耳
⑫
ｍ
・
ぐ
○
ロ
エ
・
「
○
百
・
Ｆ
こ
８
⑫
匡
口
Ｑ
○
・

勺
・
閲
の
一
。
『
・
の
旨
一
一
恩
『
（
‐
国
且
Ｏ
目
ロ
②
国
茸
．
【
『
・
日
日
目
ロ
ー
ロ
○
一
号
・
・
い
』
⑤
ｇ
⑰
。
Ｓ
『
・
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
一
一
一
二
年
の
選
挙
法
改
正
と
そ
の

後
の
イ
ギ
リ
ス
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
長
生
き
し
て
、
改
革
法
が
イ
ギ
リ
ス
の
も
ろ
も
ろ
の
法
律
や
制
度
に
与

え
た
有
意
義
な
成
果
を
見
た
な
ら
ば
、
晩
年
の
批
判
を
い
く
ぶ
ん
改
め
た
か
も
し
れ
な
い
。
」
（
冒
具
》
②
」
ｇ
）

（
醜
）
古
賀
秀
雄
『
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
の
研
究
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
五
年
、
「
第
一
章
チ
ャ
ー
チ
ズ
ム
の
成
立
」
に
よ
る
。

（
路
）
な
お
、
ド
イ
ツ
各
国
の
動
き
に
つ
い
て
、
個
人
が
封
建
的
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
て
「
権
利
の
法
律
」
（
シ
ュ
タ
イ
ン
の
改
革
な
ど
）
が
、
そ

し
て
「
国
家
の
法
」
が
で
き
た
こ
と
、
統
治
が
官
僚
機
構
の
中
で
安
定
し
て
い
る
こ
と
、
制
度
や
法
律
が
整
う
に
つ
れ
て
、
「
最
終
決
定
」
の

契
機
で
あ
る
君
主
は
、
さ
ほ
ど
重
要
で
な
く
な
る
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
（
三
・
困
鈎
『
・
・
三
七
二
’
三
）
。
こ
こ
に
は
格
別
に
ド
イ
ツ
を

飾
り
立
て
る
内
容
は
な
い
。

（
別
）
ペ
ト
リ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
論
文
の
最
初
の
部
分
で
ま
っ
た
く
ベ
ン
サ
ム
的
手
法
で
、
法
の
合
理
的
側
面
と
実
定
的
側
面

と
に
鋭
い
区
別
を
行
な
う
」
（
宅
の
（
ｑ
・
旨
。
・
・
の
・
弓
と
、
ベ
ン
サ
ム
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
。

（
妬
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
的
構
想
の
中
で
の
君
主
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
と
ホ
ト
ー
、
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
講
義
筆
記

（
⑬
）
『
ヘ
ー
ゲ
ル
政
治
論
文
集
』
（
下
）
、
岩
波
文
庫
、
金
子
武
蔵
「
解
説
」
、
三
二
四
頁
。

（
ｕ
）
同
前
、
一
一
一
四
八
’
三
五
四
頁
。

（
旧
）
ご
Ｃ
１
の
⑫
Ｅ
■
ぬ
の
ゴ
ロ
ワ
の
『
Ｚ
四
日
『
『
の
。
｝
〕
芹
Ｅ
］
□
②
白
呉
⑩
愛
ヨ
②
の
⑦
ｐ
ｍ
Ｃ
ｐ
呉
（
（
屋
」
『
へ
」
②
）
．
ｚ
９
房
。
耳
旨
勺
・
言
四
口
ロ
の
ロ
ロ
】
四
口
ロ
・
胃
②
、
．
『
○
コ
○
・

国
の
、
六
の
『
の
〔
巴
・
号
④
⑫
⑫
］
⑨
桿
哨
の
》
②
．
］
⑫
つ
・

（
船
）
ご
己
．
。
⑰
］
圏
・
印
・
田
『
．

（
Ⅳ
）
ご
○
『
」
の
⑪
巨
口
、
の
口
ご
す
の
閂
宛
の
、
亘
切
己
三
一
○
⑪
○
℃
三
の
一
ｍ
｜
②
’
一
＄
』
》
ロ
ユ
．
ご
・
【
‐
二
一
日
頭
、
冒
茸
、
四
耳
－
国
四
。
○
山
口
ロ
の
冨
耳
》
こ
『
』
－
『
←
・
頤
」
・
←
・
の
．
畠
函
．

（
⑫
）
『
○
局
］
の
印
巨
ご
駒
の
口
邑
ワ
の
Ｈ
幻
の
。
頁
の
で
三
一
○
巴
己
三
の
届
』
⑭
－
屋
⑬
］
・
向
。
．
『
・
尻
‐
｛
］
（
】
ご
い
、
日
三
館
蝕
『
一
‐
ロ
ロ
Ｄ
Ｃ
凹
冒
】
印
白
戸
」
召
酉
１
三
・
国
。
．
』
・
の
．
＄
『
．

五
五
八
頁
。
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(筋）182 
照
さ
れ
た
い
。

（
鰯
）
ア
ヴ
ィ
ネ
リ

録
ｌ
現
代
史
の
総
括
、
そ
し
て
歴
史
的
生
成
の
視
点
」
（
加
藤
・
滝
口
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
』
理
想
社
、
二
○
○
六
年
、
所
収
）
を
参

『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
代
国
家
論
』
高
柳
良
治
訳
、
未
来
社
、
一
九
七
八
年
、
三
二
二
頁
。

（
ド
イ
ツ
思
想
・
市
ヶ
谷
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー
兼
任
講
師
）
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